
庶
民
が
語
っ
た
長
岡
藩
士
の
死
と
戊
辰
戦
争
の
実
情

　

会
津
郡
大お

お

新に

た田
村
（
現
南
会
津
町
）
名
主
文
書
に
、
戊
辰

戦
争
で
の
長
岡
藩
士
高
橋
甫ほ

閑か
ん

の
死
の
顛
末
を
記
し
た
「
口

上
覚
」
（
酒
井
一
家
文
書
五
〇
〇
）
が
あ
る
。
史
料
の
欠
損

に
よ
り
差
出
人
は
不
明
だ
が
、
宛
所
は
甫
閑
の
息
子
高
橋
邦く

に

也や

で
あ
り
、
父
の
最
期
を
尋
ね
回
る
邦
也
と
出
会
っ
た
縁

で
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
一
月
に
認

し
た
た

め
ら
れ
た
。

　

高
橋
甫
閑
は
、
表
坊
主
（
二
十
五
石
取
り
）
と
し
て
給
仕
・

茶
事
や
雑
役
に
従
事
し
た
が
、
坊
主
や
画
師
等
の
文
人
藩
士

も
、
長
岡
落
城
後
に
八
十
里
越
を
経
て
会
津
領
で
抗
戦
し

た
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
明
治
元
年
十
月
初
旬
に
甫
閑
が
差
出

人
宅
を
訪
れ
て
い
る
。
彼
は
、
会
津
藩
降
伏
時
、
長
岡
藩
主

牧
野
忠た

だ
く
に訓

の
会
津
立
ち
退
き
に
伴
う
撤
退
処
理
中
で
あ
っ
た

が
、
は
ぐ
れ
て
し
ま
い
、
新
政
府
軍
の
進
駐
と
通
行
規
制
で

身
動
き
も
身
を
隠
す
こ
と
も
で
き
ず
に
い
た
。
甫
閑
が
匿
っ

て
ほ
し
い
と
頼
む
も
差
出
人
は
断
り
、
な
お
も
懇
願
す
る
の

で
気
の
毒
に
思
い
匿
っ
た
が
、
四
、
五
日
経
つ
と
新
政
府
軍

の
取
締
り
は
厳
し
さ
を
増
し
、
も
う
匿
え
な
い
と
断
っ
た
。

や
む
を
得
ず
出
立
す
る
甫
閑
で
あ
っ
た
が
、
運
悪
く
新
政
府

軍
の
松
代
藩
兵
に
見
つ
か
り
捕
縛
さ
れ
る
。
差
出
人
の
家
族

一
同
驚
き
、
泣
き
、
悲
し
む
も
な
す
す
べ
な
く
、
甫
閑
の
身

を
案
じ
た
差
出
人
は
人
づ
て
に
様
子
を
探
る
が
、
甫
閑
は
直

ち
に
殺
害
さ
れ
た
と
聞
き
、
嘆
息
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

　

差
出
人
名
・
奥
書
を
ち
ぎ
り
関
係
者
を
隠
し
た
点
や
、
浄

書
さ
れ
た
文
字
、
丁
寧
な
敬
語
表
現
と
闕け

つ

字じ

、
や
や
厚
手
で

良
質
な
料
紙
、
記
述
内
容
、
混
乱
が
長
引
い
た
奥
会
津
の
状

況
を
踏
ま
え
る
と
、
本
書
は
極
め
て
原
本
に
近
く
、
甫
閑
を

匿
っ
た
の
は
、
本
書
が
伝
存
し
た
酒
井
家
か
周
辺
の
人
物
で

あ
ろ
う
。
長
岡
藩
降
伏
（
九
月
下
旬
）
後
の
悲
話
、
捕
虜
の

悲
惨
な
扱
い
、
庶
民
と
戦
争
の
接
点
等
、
戊
辰
戦
争
の
多
様

な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
上
、
政
争
へ
の
複
雑
な
感
情
を

抱
き
、
自
ら
が
関
わ
っ
た
人
物
の
死
に
つ
い
て
告
白
と
秘
匿

に
揺
れ
た
庶
民
の
心
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

（
小
野 

孝
太
郎
）
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寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
二
月
十
日
、

白
河
藩
の
創
設
に
伴
い
、
棚
倉
藩
主
丹
羽

長
重
は
白
河
藩
へ
転
封
と
な
っ
た
。
代

わ
っ
て
譜
代
大
名
の
内
藤
信
照
が
、
五
万

石
で
棚
倉
藩
へ
入
部
し
た
。
初
期
藩
政
期

で
あ
る
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
頃
か
ら

寛
永
三
年
に
か
け
て
南
郷
（
東
白
川
郡
棚

倉
町
・
塙
町
・
矢
祭
町
）
の
一
円
支
配
を

任
さ
れ
て
い
た
の
は
、
塙
に
住
ん
で
い
た

地
代
官
の
秦
治
右
衛
門
尉
で
あ
っ
た
。

　

左
の
文
書
は
、
信
照
の
有
力
家
臣
で
あ

る
江
坂
久
右
衛
門
吉
次
と
嶋
田
形
部
右
衛

門
が
連
署
し
て
秦
治
右
衛
門
尉
の
後
家
に

出
し
た
折
紙
の
書
状
で
、
女
性
宛
の
手
紙

な
の
で
平
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。
嶋
田

と
江
坂
の
名
乗
り
は
略
記
さ
れ
て
い
る
。

両
人
と
も
寛
永
四
年
か
ら
同
十
二
年
ま
で

の
下
渋
井
村
（
塙
町
塙
）
や
宝ほ

う
ざ
か坂

村
（
矢

祭
町
宝
坂
）
な
ど
南
郷
の
中
道
に
属
す
る

村
の
年
貢
割
付
状
に
印
判
を
据
え
て
お

り
、
こ
の
文
書
は
寛
永
年
間
前
期
頃
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
書
状
の
内
容
は

お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

秦
治
右
衛
門
尉
の
甥
で
あ
る
小
源
太
が

成
敗
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
跡
職
を
治
右
衛

門
尉
の
後
家
で
あ
る
そ
な
た
に
申
し
付
け

る
。
治
右
衛
門
尉
や
小
源
太
が
し
て
き
た

通
り
に
地
代
官
を
務
め
な
さ
い
。
公く

方ぼ
う

役

以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
よ
う

に
百
姓
衆
た
ち
と
相
談
し
た
上
で
申
し
付

け
な
さ
い
。
さ
ら
に
家
財
・
下
人
・
名
田

な
ど
に
つ
い
て
も
、
現
状
を
損
な
わ
な
い

よ
う
に
差
配
し
な
さ
い
。
ま
た
、
川
金
札

役
銭
は
、
幕
府
へ
納
め
る
も
の
な
の
で
厳

し
く
申
し
付
け
な
さ
い
。
な
お
、
も
し
跡

職
に
つ
い
て
他
か
ら
口
出
し
を
す
る
者
が

い
た
な
ら
ば
、
名
主
や
新
蔵
と
共
に
そ
の

者
を
連
れ
て
来
な
さ
い
。

　

こ
の
文
書
や
関
連
文
書
に
よ
る
と
、
治

右
衛
門
尉
の
他
界
後
に
甥
の
小
源
太
が
そ

の
跡
職
を
継
承
し
、
小
源
太
亡
き
後
は
棚

倉
藩
の
意
向
で
治
右
衛
門
尉
後
家
が
小
源

太
の
家
屋
敷
へ
移
り
、
そ
の
跡
職
を
掌
握

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
状
は
、
後
家
の
支
配
権
を
考
え

る
上
で
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
近
世
初
期
の
在
地
で
は
ま
だ
中
世

的
な
要
素
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
我
々
に
示
し
て
い
る
。 

（
渡
邉 

智
裕
）

　

い
ま
や
全
国
一
の
酒
処
と
な
っ
た
福
島

県
で
あ
る
が
、
酒
づ
く
り
の
歴
史
は
古

く
、
江
戸
時
代
の
村
々
の
古
文
書
に
は
い

く
つ
も
の
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
伊
達
郡
町
飯
坂
村
（
現
在

の
川
俣
町
）
の
「
渡
辺
弥
平
治
家
文
書

（
そ
の
一
）
」
で
あ
る
。
同
村
で
は
富
裕
農

民
十
一
軒
の
う
ち
八
軒
が
酒
造
株
を
所
持

し
て
い
た
と
い
い
、
渡
辺
家
で
も
寛
延
期

（
一
七
四
八
―
五
一
）
頃
よ
り
酒
づ
く
り

を
行
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
（
『
川
俣
町
史
』

通
史
編
参
照
）
。

　

渡
辺
家
が
酒
づ
く
り
に
力
を
入
れ
て
い

た
の
は
、
史
料
の
残
り
具
合
か
ら
み
て
、

十
九
世
紀
前
半
の
文
化
・
文
政
期
か
ら
天

保
期
に
か
け
て
と
思
わ
れ
、
酒
造
技
術
に

関
す
る
指
南
書
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
「
松
尾
大
明
神
酒
手
入
直

シ
方
秘
法
書
」
（
同
五
四
九
）
は
、
酒
造

関
係
者
の
信
仰
が
篤
い
京
都
の
松
尾
大
社

ゆ
か
り
の
「
秘
法
」
が
記
さ
れ
て
い
る
と

い
う
触
れ
込
み
で
、
酒
の
味
を
調
整
し
た

り
、
長
持
ち
さ
せ
る
方
法
が
記
さ
れ
て
い

る
。
現
代
の
よ
う
な
保
存
設
備
の
な
い
江

戸
時
代
に
お
い
て
は
、
良
い
酒
を
仕
込
む

こ
と
と
同
様
に
、
出
来
あ
が
っ
た
酒
を
「
手

入
」
す
る
こ
と
も
重
要
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

た
だ
、
そ
の
方
法
は
指
南
書
に
よ
っ
て

違
い
が
あ
っ
た
。
一
例
と
し
て
、
甘
口
の

酒
を
辛
く
す
る
方
法
を
あ
げ
れ
ば
、
町
飯

坂
村
で
は
前
出
の
秘
法
書
に
基
づ
き
、
焼

酎
と
酒
粕
に
蒸
か
し
た
う
る
ち
米
を
混
ぜ

て
密
封
し
、
夏
は
四
～
五
日
、
冬
は
七
～

八
日
ほ
ど
寝
か
し
て
か
ら
酒
に
混
ぜ
た

が
、
遠
く
越
前
国
（
現
在
の
福
井
県
）
で

は
「
昌
随
和
尚
伝
酒
醤
方
」
と
い
う
書
に

従
い
、
鮑
の
貝
殻
の
粉
末
や
生
薬
な
ど
を

混
ぜ
て
い
る
（
丸
山
美
季
「
〈
史
料
紹
介
〉

酒
の
直
し
方
伝
授
書
」
『
学
習
院
大
学
史

料
館
紀
要
』
第
十
一
号
参
照
）
。

　

こ
う
し
た
方
法
の
違
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
風
土
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
や

が
て
そ
の
土
地
な
ら
で
は
味
わ
い
を
醸
し

出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

（
山
田 

英
明
）
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後
家
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在
地
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配



　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
正
月
、
前
月

に
家
督
を
継
い
だ
板
倉
勝か

つ
さ
と達

は
、
信
夫
郡

等
の
領
地
を
返
上
し
て
大
沼
郡
に
代
地
を

下
賜
さ
れ
、
同
年
六
月
に
三
河
国
碧へ

き
か
い海

・

加
茂
・
設
楽
郡
等
に
再
び
国
替
と
な
る
。

こ
れ
に
よ
り
約
一
七
〇
年
に
亘
り
板
倉
家

が
治
め
た
福
島
藩
は
廃
藩
と
な
り
、
三
河

国
に
重
原
藩
（
約
二
万
八
千
石
）
が
成
立

し
た
。
今
年
は
立
藩
一
五
〇
年
の
節
目
の

年
で
あ
る
。
板
倉
家
が
、
幕
末
・
戊
辰
期

の
疲
弊
を
乗
り
越
え
、
二
度
の
国
替
と
立

藩
を
成
し
遂
げ
た
背
景
に
は
、
福
島
領
内

の
富
商
・
豪
農
ら
の
存
在
が
大
き
い
。

　

明
治
二
年
十
二
月
「
借
用
申
金
子
證
文

之
事
」
（
堀
切
真
一
郎
家
文
書
六
九
一
）

は
、
重
原
藩
代
官
の
冨
田
善
平
・
湯
浅
兵

治
か
ら
上
飯
坂
村
（
現
福
島
市
）
富
商
・

豪
農
の
堀
切
三
郎
左
衛
門
に
宛
て
た
借
用

証
書
で
あ
る
。
奥
書
で
郡
代
の
名
倉
治
部

助
・
市
川
喜
又
（
の
ち
権
大
参
事
）
・
浅

井
清
が
保
証
し
て
お
り
、
献
納
に
は
従
来

通
り
郡
代
等
が
携
わ
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
「
轉
封
金
差
支
」
と
明
記
し
て
い
る

よ
う
に
、
国
替
で
逼
迫
し
た
藩
財
政
が
借

用
の
理
由
で
、
金
額
は
金
六
七
〇
両
で
あ

る
。
こ
の
借
用
は
、
過
去
の
堀
切
家
か
ら

の
献
納
金
の
未
返
済
分
（
利
息
含
む
）
を

整
理
し
た
も
の
で
、
翌
年
か
ら
無
利
息
で

の
十
ヶ
年
賦
返
済
と
な
っ
た
。
そ
の
内
訳

か
ら
、
堀
切
家
が
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

金
五
百
両
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
金

三
百
両
を
そ
れ
ぞ
れ
献
納
し
、
慶
応
三
年

末
よ
り
板
倉
家
の
返
済
が
滞
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
本
書
は
、
幕
末
期
に
堀
切
家
が

板
倉
家
を
支
え
た
実
態
と
、
国
替
に
よ
り

窮
し
た
板
倉
家
を
再
び
堀
切
家
が
助
け
た

実
態
の
両
面
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

　

堀
切
家
以
外
の
富
商
・
豪
農
等
も
、
平

時
・
有
事
に
「
御
用
金
」
等
の
名
目
で
献

納
し
藩
財
政
を
支
え
、
特
権
や
社
会
的
地

位
を
獲
得
し
、
板
倉
家
と
の
間
に
強
い
連

帯
意
識
を
構
築
し
た
。
こ
の
関
係
は
、「
官

軍
」
が
相
手
と
知
る
戦
争
中
も
、
藩
解
体

と
国
替
の
最
中
も
続
い
た
。
地
縁
が
消
滅

し
て
い
く
中
で
も
、
富
商
・
豪
農
は
国
替

費
用
の
た
め
献
納
し
、
こ
れ
に
対
し
板
倉

家
は
礼
を
尽
く
し
、
彼
ら
に
重
原
藩
領
で

の
旧
来
特
権
の
維
持
や
昇
進
を
認
め
た
。

地
縁
に
端
を
発
し
た
連
帯
意
識
は
、
地
縁

を
越
え
た
関
係
性
と
な
っ
て
板
倉
家
を
支

え
、
今
に
至
っ
て
い
る
。 

（
小
野 

孝
太
郎
）

　

い
ま
か
ら
一
二
〇
年
前
の
明
治
三
十
二

年
（
一
八
九
九
）
四
月
一
日
、
若
松
町
は

市
制
を
施
行
し
、
県
内
最
初
の
市
（
若
松

市
、
の
ち
会
津
若
松
市
）
と
な
っ
た
。
同

二
十
一
年
に
制
度
が
誕
生
し
た
際
、
「
町
」

に
甘
ん
じ
た
住
民
に
と
っ
て
、
十
年
越
し

の
悲
願
達
成
で
あ
っ
た
。

　

「
若
松
町
市
制
施
行
書
類
」
と
題
さ
れ

た
県
庁
文
書
に
よ
る
と
、
市
制
施
行
を
目

指
す
動
き
は
、
明
治
二
十
九
年
十
二
月
よ

り
本
格
化
す
る
。
ま
ず
町
民
・
山
内
辰
五

郎
ほ
か
四
二
四
名
が
、
つ
い
で
町
長
・
星

野
胤
国
が
県
庁
に
対
し
て
市
制
施
行
を
求

め
た
が
、
人
口
や
経
済
力
な
ど
を
理
由
に

却
下
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
年
九
月

に
は
、
若
松
市
制
期
成
同
盟
会
が
市
制
施

行
再
願
意
見
書
を
作
成
し
て
、
県
庁
に
市

へ
の
昇
格
を
要
望
し
た
が
、
や
は
り
「
得

策
ニ
ア
ラ
ス
」
と
さ
れ
た
。
同
様
の
意
見

は
、
町
民
の
間
に
も
存
在
し
、
た
と
え
ば

旧
会
津
藩
士
で
明
治
政
府
で
も
活
躍
し
た

秋
月
胤
永
（
悌
次
郎
）
ら
は
、
市
に
な
れ

ば
「
負
担
益
々
加
ハ
リ
、
弥
々
困
難
之
境

遇
ニ
可
立
至
」
と
反
対
を
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
、
若
松
町
が
こ
の
時
期
に
市

へ
の
昇
格
を
望
ん
だ
の
は
、
明
治
三
十
年

十
月
に
福
島
県
で
も
郡
制
の
施
行
が
予
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
た
。
若

松
町
は
北
会
津
郡
で
圧
倒
的
な
人
口
を

誇
っ
た
が
、
郡
制
で
は
各
町
村
会
と
大
地

主
が
郡
会
議
員
を
選
出
す
る
た
め
、
郡
行

政
に
影
響
力
を
発
揮
で
き
な
い
こ
と
が
予

想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
商
工
業
が
盛
ん

な
若
松
町
と
農
業
中
心
の
他
の
村
々
と
で

は
利
害
が
一
致
し
な
い
た
め
、
若
松
町
が

市
制
を
施
行
し
て
郡
か
ら
独
立
し
よ
う
と

す
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。

　

加
え
て
、
若
松
町
特
有
の
住
民
感
情
（
い

う
な
れ
ば
、
城
下
町
意
識
）
が
運
動
を
強

く
後
押
し
し
た
節
が
あ
る
。
前
出
の
市
制

施
行
再
願
意
見
書
で
は
、
旧
会
津
藩
で
は

「
町
ニ
町
奉
行
ヲ
置
キ
テ
、
藩
政
ノ
下
ニ

直
隷
セ
リ
。
而
シ
テ
、
町
奉
行
ナ
ル
者
ハ

実
ニ
郡
奉
行
ノ
上
ニ
位
置
シ
テ
、
以
テ
独

立
政
治
ヲ
執
行
セ
リ
」
と
し
、
若
松
町
は

「
郡
奉
行
然
タ
ル
郡
長
ノ
下
ニ
隷
属
シ
テ

理
治
ス
ベ
キ
ノ
町
ナ
ラ
ン
ヤ
」
と
問
い
か

け
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
若
松
町
で
は
、
「
町
奉
行
」

に
あ
た
る
町
長
に
、
そ
れ
ま
で
の
商
工
業

者
に
代
わ
っ
て
、
初
め
て
士
族
（
旧
会
津

藩
家
老
・
海
老
名
季
昌
）
を
迎
え
、
念
願

の
市
制
施
行
を
実
現
し
た
。
住
民
は
、
市

制
施
行
に
、
城
下
町
・
若
松
の
復
活
を
託

し
た
の
で
あ
っ
た
。 

（
山
田 

英
明
）
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城
下
町
会
津
若
松
市
の

　
　
　
　
　

市
制
施
行
運
動

若松町市制施行書類
（明治・大正期の福島

県庁文書 989）

板
倉
家
の
国
替
と

重
原
藩
成
立
を
支
え
た
人
々

明治 2 年（1869）12 月
借用申金子證文之事（轉封金差支）
（部分、堀切真一郎家文書 691）



　

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
三
月

二
十
九
日
、
い
わ
き
市
内
郷
白
水
町
の

願
成
寺
管
理
の
「
阿
弥
陀
堂
（
白
水
阿

弥
陀
堂
）
」
一
棟
は
、
文
化
財
保
護
法
に

よ
っ
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
れ
を

遡
る
こ
と
五
十
年
前
の
明
治
三
十
五
年

（
一
九
〇
二
）
春
に
そ
の
文
化
財
的
価
値

を
見
抜
き
、
広
く
世
に
紹
介
し
た
人
物
が

内
務
省
技
師
の
亀
岡
末
吉
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
契
機
と
な
っ
て
同
年
七
月
三
十
一

日
、
古
社
寺
保
存
法
第
四
条
に
よ
り
、「
阿

弥
陀
堂
（
白
水
阿
弥
陀
堂
）
」
は
速
や
か

に
特
別
保
護
建
造
物
に
指
定
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

新
た
に
見
出
し
た
左
の
写
真
は
、
『
古

社
寺
保
存
金
下
附
願
書
其
他
』
（
福
島
県

神
社
庁
文
書
一
三
七
）
と
い
う
か
つ
て
明

治
期
の
福
島
県
庁
文
書
で
あ
っ
た
資
料
に

収
録
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写

真
は
、
願
成
寺
住
職
を
兼
務
し
て
い
た
常

福
寺
住
職
旭
純
榮
や
檀
徒
惣
代
大
越
清
平

な
ど
十
人
が
連
名
で
明
治
三
十
二
年
三
月

十
五
日
付
で
提
出
し
た
「
古
堂
建
築
物
并

佛
像
保
存
金
御
下
附
願
書
」
に
添
付
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治

二
十
九
年
七
月
に
官
命
に
よ
り
社
寺
宝
物

取
調
で
調
査
に
き
た
青
山
某
氏
が
そ
の
価

値
を
熱
心
に
地
元
の
人
に
説
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
地
元
で
保
存
運
動
が
起
き
、
古
社

寺
保
存
法
第
一
条
に
よ
り
国
へ
保
存
金
を

申
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

上
の
写
真
は
、
特
別
保
護
建
造
物
に
指

定
さ
れ
る
三
年
前
の
明
治
三
十
二
年
三
月

以
前
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
知
ら

れ
て
い
る
白
水
阿
弥
陀
堂
の
写
真
の
な
か

で
最
も
古
く
、
大
変
資
料
的
価
値
の
高
い

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
日
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
優
美
な
白
水
阿
弥
陀
堂
の
姿
と

は
大
き
く
懸
け
離
れ
て
い
る
。
屋
根
は
四し

注
ち
ゅ
う

造
づ
く
り

の
茅
葺
き
で
、
頂
部
に
は
宝
珠
・
露

盤
は
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
四
周
の

軒
下
に
は
何
本
か
支
え
棒
を
か
ま
せ
て
あ

り
、
屋
根
を
下
支
え
し
て
い
る
。

　

こ
の
写
真
は
、
背
景
の
山
・
建
物
右
側

の
大
き
な
樹
木
・
右
手
前
の
小
屋
・
前
方

の
石
灯
籠
な
ど
の
存
在
か
ら
南
側
よ
り
撮

影
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
写
っ

て
い
る
草
木
の
状
態
か
ら
、
撮
影
さ
れ
た

時
期
は
お
そ
ら
く
明
治
三
十
一
年
の
秋
の

早
い
頃
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
書

類
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
年
三
月
に
小
規
模

な
修
理
を
行
っ
て
以
降
の
三
十
年
間
は
、

経
済
的
な
問
題
に
よ
り
荒
れ
果
て
た
ま
ま

の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

（
渡
邉 

智
裕
）

【
展
示
公
開
】

只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書

―
南
会
津
町
南
郷
地
域
を
中
心
に
―
」

　

伊
南
川
沿
い
南
会
津
町
南
郷
地
域
の
古

文
書
の
中
か
ら
、
村
絵
図
や
地
誌
、
衣
食

住
・
生
業
・
寺
社
・
災
害
な
ど
に
関
す
る

史
料
を
展
示
し
、
山
村
の
生
活
実
態
を
見

て
い
き
ま
す
。

【
会
期
】
開
催
中
～
十
一
月
四
日
（
月
）

「
新
公
開
史
料
展
」

　

『
福
島
県
歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目

録
』
第
五
十
集
に
収
録
さ
れ
た
、
矢
吹
町

ゆ
か
り
の
「
円
谷
善
人
家
文
書
」
と
白
河

市
ゆ
か
り
の
「
小
針
重
郎
家
文
書
（
そ
の

二
）
」
を
展
示
し
ま
す
。

【
会
期
】
十
一
月
二
十
三
日
（
土
・
祝
）

～
令
和
二
年
三
月
二
十
九
日
（
日
）

【
休
館
日
】
十
一
月
二
十
五
日
（
月
）
、

十
二
月
二
日
（
月
）
・
十
六
日
（
月
）
・

三
十
日
（
月
）
・
三
十
一
日
（
火
）
、
一
月

一
日
（
水
）
～
三
日
（
金
）
、
三
月
九
日

（
月
）
・
十
六
日
（
月
）
※
一
月
・
二
月

の
臨
時
休
館
に
つ
い
て
は
、
後
日
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

【
解
説
会
】
十
一
月
二
十
四
日
（
日
）
、

十
二
月
十
四
日
（
土
）
、
一
月
十
三
日

（
祝
）
、
二
月
十
五
日
（
土
）
、
三
月
十
五

日
（
日
）
。
各
回
と
も
午
後
一
時
か
ら

五
十
分
程
。

歴
史
資
料
館
移
動
展

只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書

―
昭
和
村
を
中
心
に
―
」

　

昨
年
開
催
し
た
「
奥
会
津
の
古
文
書
―

三
島
町
・
金
山
町
・
昭
和
村
を
中
心
に
―
」

の
一
部
を
県
立
図
書
館
で
展
示
し
ま
す
。

昭
和
村
に
関
連
す
る
江
戸
時
代
の
古
文
書

や
明
治
時
代
の
行
政
文
書
か
ら
、
当
時
の

生
業
や
信
仰
、
戊
辰
戦
争
の
様
相
を
明
ら

か
に
し
ま
す
。

【
会
場
】
県
立
図
書
館
展
示
コ
ー
ナ
ー

【
会
期
】
開
催
中
～
十
一
月
十
日
（
日
）
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新
発
見
の
白
水
阿
弥
陀
堂
の

　
　
　
　

古
写
真
に
つ
い
て明治 31 年（1898）頃の

白水阿弥陀堂

令
和
元
年
度
行
事
予
定

（
令
和
元
年
十
月
～
令
和
二
年
三
月
）出展資料のご紹介

〔会津郡大新田村・水根沢村絵図〕
（部分、酒井一家文書344）


